注意事項
１　規模拡大をしていく方への補助となりますので、機械・施設の単純更新の目的では取り組めません。下記の成果目標項目から１つ、目標設定をする必要があります。
また、取組内容ポイントを選択する場合は根拠書類が必要となります。
２　各自が設定する目標ポイント点数の合計が高い方から採択となります。
３　見積書は最新のもので税込み・税抜きの記載のあるものをご提出ください。
○成果目標（いづれか１つ選択）

	
	説明
	準備するもの

	地区内の経営面積の拡大（経営面積の３割以上又は４ha以上の拡大）
	位置付けられている地域計画の地区内の農地を拡大する必要があります。
	・拡大の見込がある土地や所有者が分かるもの

	付加価値額の拡大（１割以上の拡大）
	付加価値額＝収入総額－費用総額＋人件費で算出します。現状の付加価値が０又はマイナスの場合は、本成果目標の設定はできません。
	・直近３年間の決算書
・生産物の単価や出荷量が分かるもの

	労働生産性の向上（３％以上の向上）
	労働生産性＝付加価値額÷ 総労働時間 又は労働生産性＝付加価値額÷労働人数 で算出します。現状の付加価値が０又はマイナスの場合は、本成果目標の設定はできません。
	・直近３年間の決算書
・総労働時間把わかる作業日誌等
・雇用人数等、状況のわかる資料


○取り組み内容ポイント
該当するものがあればポイントになりますので、必ずお持ちください。

　１．GLOBALG.A.P.又はASIAGAPの認証を証する書類
２．青色申告を証する書類
３．農業版BCPを策定していることが分かる書類（写し）
４．環境負荷低減事業活動実施計画若しくは特定環境負荷低減事業活動実施計画の
認定を受けていることが分かる書類
５．労災保険と雇用保険に加入していることが分かる書類
６．厚生年金保険と健康保険に加入していることが分かる書類
７．労働基準法に準拠した労働時間、休憩及び休日を定めていることが分かる
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